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特別区道路線の認定について 
 
 
道路法に基づき、以下のとおり特別区道路線の認定（以下「路線認定」という）を

行う。 
 
１． 路線認定の理由 
 本路線は主要幹線道路 14号と特別区道４５－２７０号路線を結ぶ幅員４．５０ｍ
の道路であり、開発行為に伴い、新たに設置され、中野区に帰属される。 
 区の区道認定基準に適合しているので特別区道路線として認定する。 
 
２． 路線認定の対象路線 
 ① 路線番号  ４５－９２０ 
 ② 位  置  起点 中野区上鷺宮二丁目３５５番先 
         終点 中野区上鷺宮二丁目３５７番先 
 ③ 延  長  １３０．４３ｍ 
 ④ 幅  員  ４．５０ｍ 
 
３． 路線認定後の管理 

道路法に基づき区が管理を行う。 
 
 


